
 

                                          

 

令和７年度 

三者面談 
資料集（１学年） 

 

期間：令和７年５月２２日（木）～２９日（木） 

 

 

 

 

 

 

 

沖縄県立宮古総合実業高等学校 

〒906-0013  沖縄県宮古島市平良字下里２８０ 

TEL  0980-72-2249 

FAX  0980-72-1296 

 

 



 

                                          

 

目 次 

 

＜教務部＞ 

 １ 校内施設配置図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

２ 校内規則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

３ 評価と単位認定について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５ 

 ４ 本校で取得可能な資格・検定一覧表・・・・・・・・・・・・・・・・・・８ 

 

 

＜生徒指導部＞ 

 ５ 生徒指導 三者面談資料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９ 

    勤怠、身なり指導、問題行動・懲戒、交通安全指導など 

 

 

＜進路指導部＞ 

６ 第４章 進路指導に関する規定（職員必携より抜粋）・・・・・・・・・・ 11 

 

 

＜保健・教育相談部＞ 

７ 保健部より・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14 

８ 教育相談について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16 

 

 

＜農場部・農場クラブ＞ 

（２組：生物生産科、３組：食と環境科（環境クリエイトコース）、４組：生活福祉科） 

 農場部とは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19 

農業クラブについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21 

 

＜その他＞ 

令和７年度年間行事計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23 

令和７年度校納金一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 校内規則（令和７年度 内規） 

1



 

                                          

第３章 生徒の管理規則に関する規程 

Ⅲ  生 徒 規 則 

４ 諸願い及び届出 

（１）病気またはその他の理由により欠席、欠課、早退、遅刻する場合は、必ず事前に保護者から学級

担任に届け出る。 

（２）病気、傷害等による５日以上の欠席、または感染症（インフルエンザ、結膜炎など）による欠席

は、医師の診断書または処方箋等を提出する。 

（３）休学、退学、転学、復学をしようとするときには、所定の様式にその理由を記し、保護者連署の

うえ学級担任に届け出る。 

（４）忌引の日数は以下のとおりとする（「出欠の取り扱いに関する規程」第２９条（４）による）。 

①父母 ・・・７日以内 

②祖父母、兄弟、姉妹 ・・・３日以内 

③曾祖父母、伯（叔）父、伯（叔）母 ・・・１日 

④その他、同居の親族 ・・・１日 

（５）生徒、保護者、保証人の改姓名、現住所の変更、保護者、保証人の変更は、速やかに保護者から

学級担任に届け出る。 

（６）旅行、ピクニック、キャンプ及び合宿等をする際には、所定の用紙にその理由を記し、保護者の

承諾のもとに学級担任、担当教師に願い出る。 

（７）やむを得ない用事で校時中に校外に外出しなければならない時は、所定の用紙にその理由を記し、

事前に学級担任に届け出て許可を得る。 

（８）掲示物の掲示、出版物の発行、放送をする時には、担当教師に願い出て許可を得る。 

（９）在学、卒業見込、成績等各種証明は、学級担任を通じて事務室に交付を願い出る。 

 

５ 通学 

（１）登下校の際には公衆道徳を守り、正しい身なりを心がける。特に飲食物の食べ歩きやゴミのポイ

捨てはしない。 

（２）交通規則を守り、事故を起こさぬよう細心の注意を払う。 

（３）バスなど公共交通機関を利用する際は、他の乗客に迷惑を及ぼす行為をしないよう心がける。特

に定期券の不正使用、無賃乗車などの違反行為をしない。 

（４）車両通学は認めない。また、自動二輪や友人の運転する車両での送迎は認めない。 

（５）自転車の二人乗り、その他危険な運転はしない。 

 

 

 

６ 教室使用及び課外活動 

（１）午後５時までに下校する。特別な事情がある場合のみ、担当教師の指導監督のもとで午後５時以

降の課外活動を許可する。 

（２）ホームルームや特別教室、施設や用具などを使用する際は、担当教師の許可と監督のもとに行う

こと。 

（３）特に火気を使用するときは、担当教師の許可を受けて事後の点検を受ける。 

 

７ 校外生活 

（１）外出 

①午後１０時以降（～午前４時まで）の外出は禁ずる。 

②外出の際は、目的、行き先、帰宅時間を保護者に知らせる。 

③友人宅への夜間訪問は避け、訪問は 19 時までに済ませる。 

④みだりに外泊してはならない。 

⑤不健全な場所への出入りは禁ずる。 

よくお読みください 
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（２）交友関係 

①互いの長所、短所をわきまえ、誠実と尊敬の念をもって明るい交際に努める。 

②不純異性交遊は禁ずる。異性との交際においては、特に健全なつき合いをする。 

③保護者の知らない友人との交際は避ける。特に、年長の少年や成人との交際においては、明るい

健全なつき合いをする。 

（３）余暇の善用 

①家庭学習、スポーツや文化活動、ボランティアや家庭の手伝いなど有意義に過ごす。 

②趣味を作り、自己啓発に努める。 

 

13 合宿に関する規程 

（１）合宿は原則として春季、夏季、冬季の長期休業に行うものとする。 

（２）上記以外の合宿は原則として認めない。但し特別の場合は職員会議において審議しその可否を決

定する。 

（３）合宿の場所は原則として本校内とし、本校以外の場所は職員会議でその可否を決定する。 

（４）合宿を希望する者は、所定の用紙に必要な事項を記入し、一週間前に教務部（係）迄提出する。

その際は、保護者の承諾書を添える。 

（５）合宿は部、クラブ、ホームルームおよび生徒会等を対象に行うものとする。 

（６）合宿は指導教師または顧問教師の参加を必要とする。 

（７）合宿終了後は、所定の用紙に必要な事項を記入し、合宿が終了したことを報告する。 
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第２章 教務に関する規程 

Ⅲ 出欠の取り扱いに関する規程 

（暴風警報発令時の生徒の登校） 

第３１条 宮古島地方に暴風警報発令中の場合は休校となり、暴風警報が正午までに解除の場合は登校

（解除２時間後授業再開）し、正午までに解除されない場合、その日は休校となる。 

２ 原則として、授業再開時間に間に合わなかった生徒は遅刻、再開された授業を受けなかった生徒は

欠席とする。ただし、通学区域内の状況、例えば河川の氾濫、道路冠水、土砂崩れ等、あるいは、路

線バスや船などの運行状況によって登校が困難であった生徒については、弾力的な判断によって取り

扱いを考慮する。 
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３ 評価と単位認定について（全学年） 

１ 評価の方法 

令和４年度から評価方法が大きく変わりました 

 

 

各学期の評価例                 評定への換算方法 

テスト点（中間・期末） ６０％ 

小テスト 
１０％ 

課題 １０％ 

加点 １０％ 

授業態度 １０％ 

 

 

 

① 知識・技術（技能） 
【 知識や技術が身についているか 】 

・テスト 

・ワークシートの記入内容 

・成果物 

② 思考・判断・表現 
【 習得した知識・技術を活用し、自分の考えを表現しているか 】 

・テスト 

・ワークシートの記入内容 

③ 主体的に学習に取り組む態度 
【 自らの学習状況を把握し、学ぶ努力をしているか 】 

・課題や実習に取り組む態度 

・ワークシートの記入内容 

 

 

 

 

 

１）各観点の評価物（テスト・ワークシート・成果物・授業態度）をまとめ、３つの観点

（①～③）ごとに３段階（ABC）で評価する。（１・２学期は観点別評価のみ） 

２）学年末に観点別評価を評定へ換算する際の割合（宮古総実の場合） 

８０～１００点 ５ 

６５～７９点 ４ 

５０～６４点 ３ 

３５～４９点 ２ 

０～３４点 １ 

十分満足できる 概ね満足できる 努力を要する 

Ａ Ｂ Ｃ 

知識・技能（技術） 思考・判断・表現 主体的に学習に取り組む態

度 

40％ 30％ 30％ 

《 これまでの評価の方法（例） 》 

《 これからの評価の方法（例） 》 

《３つの観点を、テスト・ワークシート・成果物・授業態度などで評価する 》 

 単位保留 

 複数の評価物で評価するため 

評価の比重に偏りが少ない 

 できるだけ評価の比重に

偏りがでない割合を設定 
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３）学年末に観点別評価を評定へ換算する方法（宮古総実の場合） 

 

観点 知識・技術（技能） 思考・判断・表現 
主体的に学習に 

取り組む態度 
合計 

割合 

評

定 
点数 

Ａ：４０％ 

Ｂ：３０％ 

Ｃ：２０％ 

Ａ：３０％ 

Ｂ：２０％ 

Ｃ：１０％ 

Ａ：３０％ 

Ｂ：２０％ 

Ｃ：１０％ 

１ Ａ Ａ Ａ 10０％ 

５ 
２ Ａ Ａ Ｂ 90％ 

３ Ａ Ｂ Ａ 90％ 

４ Ｂ Ａ Ａ 90％ 

５ Ａ Ａ Ｃ ８０％ 

４ 

６ Ａ Ｂ Ｂ ８０％ 

７ Ａ Ｃ Ａ ８０％ 

８ Ｂ Ａ Ｂ ８０％ 

９ Ｂ Ｂ Ａ ８０％ 

10 Ｃ Ａ Ａ ８０％ 

11 Ａ Ｂ Ｃ ７０％ 

３ 

12 Ａ Ｃ Ｂ ７０％ 

13 Ｂ Ａ Ｃ ７０％ 

14 Ｂ Ｂ Ｂ ７０％ 

15 Ｂ Ｃ Ａ ７０％ 

16 Ｃ Ａ Ｂ ７０％ 

17 Ｃ Ｂ Ａ ７０％ 

18 Ａ Ｃ Ｃ ６０％ 

２ 

19 Ｂ Ｂ Ｃ ６０％ 

20 Ｂ Ｃ Ｂ ６０％ 

21 Ｃ Ａ Ｃ ６０％ 

22 Ｃ Ｂ Ｂ ６０％ 

23 Ｃ Ｃ Ａ ６０％ 

24 Ｂ Ｃ Ｃ ５０％ 

１ 
25 Ｃ Ｂ Ｃ ５０％ 

26 Ｃ Ｃ Ｂ ５０％ 

27 Ｃ Ｃ Ｃ ４０％ 

 

 単位保留 
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２ 単位認定について 

 ①単位＝授業の週時間 

  （例）「保健体育」 週 1時間 ＝ １単位 

     「国語総合」 週４時間 ＝ ４単位 

 ②１週間の授業時間（単位数）は、 

５日間×６時間＝３０時間＝３０時間（単位） 

 ③１年間の授業週数は、 

   ３５週間 

 ④科目ごとの年間授業時数は、 

   １単位の科目 → １単位×３５週間 ＝  ３５時間 

   ２単位の科目 → ２単位×３５週間 ＝  ７０時間 

   ３単位の科目 → ３単位×３５週間 ＝ １０５時間 

   ４単位の科目 → ４単位×３５週間 ＝ １４０時間 

  ※ここで注意！ 

   ☆年間授業時数の３分の１以上欠席すると、進級できない！ 

   １単位の年間授業時数（ ３５時間）の３分の１ ＝ １２回 

   ２単位の年間授業時数（ ７０時間）の３分の１ ＝ ２４回 

   ３単位の年間授業時数（１０５時間）の３分の１ ＝ ３６回 

   ４単位の年間授業時数（１４０時間）の３分の１ ＝ ４７回 

  上記の回数以上授業を休むと進級ができなくなる。この状態を未履修による原級留置という。 

つまり進級するためには、それぞれの科目の授業に３分の２以上出席し、その科目を履修しなけれ

ばならない。 

 ⑤３年間の授業時間（単位数）は、 

   ３０単位×３年間＝９０時間＝９０単位 

  ※ここで注意！ 

（卒業の認定） 

第６０条 校長は、学校が定めた教科、科目の履修が認定され、かつ80単位以上を修得した者について

卒業を認定する。 
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生徒指導 三者面談資料 

 

 

【勤怠
きんたい

改善支援】 
毎月 1か月で勤怠状況が以下の回数に達した場合、出席カード支援を受けます。 

 

 

 

 

 

 

出席カード支援…朝と帰りの SHR時に出席確認カードに担任からチェックをもらう。 

3日間の支援を 1週間（5日間）で終わらせることができなかった場合、以下の通り指導を行います。 

 ・1週間（5日間）で終わらなかった場合 → 学年主任面談 

 ・2週間（10日間）で終わらなかった場合 → 保護者呼び出しの上、学科長面談 

 

 

 

 

【身なり・スマホ指導】 

身なり違反やスマホの勝手な使用があった場合、生徒指導入力システムで全職員に共有されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  指導に応じなかった場合や、改善の約束を守れない場合は、改善指導を拒否したと捉えて、学

年主任指導や学科長指導、特別指導等に移行します。 

【交通安全指導】 

自動車教習所への通学は、長期休業中や放課後を利用し、校時中の自動車教習所への通学は禁

止とします。 

朝の遅刻（無届） →   ５回 

授業の遅刻（無届）→   ５回 

無届欠席     →   ３日 

無届欠課     → １０時間 

出席カード支援 

（３日間） 

 

 

 

 

この回数になると翌月 

《髪型》 

染髪、脱色、奇抜な髪型(教室掲示物で確認)、剃り込み(ライン)、エクステンション、ウィッグ 

《装飾品など》 

ネックレス、イヤリング、ピアス（透明ピアス）、カラーコンタクト、腕輪、指輪、マニキュ

ア、 

ネイルアート、つけ爪、化粧（アイプチ、色つきリップ、眉メイク、眉の染色も含む） 

《身なり》 

リボン・ネクタイ・ベルト忘れ、スカート曲短、シャツ出し、スリッパ、踵の高すぎる靴、 

ブレザーや指定ジャージ以外の上着の着用 

※眉毛に関しては、薄すぎる・細すぎる場合、その状態のままであれば指導対象となる。 

 描くのは黒・茶色であれば認め、描かれている状態は指導対象ではない 

《スマホ・携帯電話の使用について》 

スマホ・携帯電話は『休み時間（昼食時間含む）以外は使用してはならない。』校内で充電禁

止。 

《その他》 

遊具（トランプ・花札・麻雀・ゲーム機等）の持ち込みなど（一時預かり指導） 

朝の遅刻リフレクション支援 

 8時 25分のチャイムが鳴る前に生徒指導室に登校すると【朝の遅刻リフレクション】として、

その月の指導上の遅刻カウントを 1日につき 1回減らします。帳簿上の遅刻回数は減りません。 
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車輌通学は主に、学校指定の制服を着用・所持したまま車両を運転した場合、保護者以外（友

人等）の車両による送迎が該当します。登下校はもちろん、休日であろうと学校に来る、または、

部活や大会の応援のための移動手段として車輌を運転・送迎した場合も指導の対象となるので気

をつけましょう。 

 

【問題行動に対する懲戒
ちょうかい

指導】 
 本校の懲戒基準は３つの類型に分かれています。 

 

声かけ指導：身なり違反等（生徒指導入力システム） 

特別指導 ：主に校内における問題行動 
（暴言、授業妨害、指導拒否、器物破損、無断中抜け、無断帰宅、その他これらに準ずる行為） 

懲戒指導 ：喫煙関係、飲酒関係、車輌通学、他重大な問題行動 

 

指導に該当する内容をしっかりと把握し、問題行動をおこさないように気をつけましょう。 

詳しい内容は教室掲示を参照して下さい。 

 

【いじめの根絶（スマホ、SNSの使い方）】 

人間関係のトラブルがとても多いです。それが原因で学校を休みがちになったり、進路変更をす

る生徒もいます。ＳＮＳの使い方をはじめ、スマホを正しく使いましょう。 

・人に面と向かって言えない事を SNS上で言わない事。 

・スマホを使いウソをついたり、人を馬鹿にしたり、人を傷つける会話に参加しない事。 

・「かもしれない」「～らしいよ」という情報をむやみに拡散しない。情報に惑わされない。 

・人の写真を勝手に送らない。 

 

【盗難】 

 展開授業等で教室を離れる場合、貴重品の管理を各自徹底してください。一昨年から盗難被害が

数件続いています。 

 

 

 

ルールやマナーを守り、楽しい学校生活を過ごしてください♪ 
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進路に関する事項について 
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     保健部より （三者面談資料） 

 

日頃より、本校の学校保健、安全対策にご理解・ご協力いただき、ありがとうござます。生徒の

心と体の健康作りのお手伝いをさせていただきます。健康に関することで、気になることや相談

したいことがありましたら、担任または養護教諭、教育相談係までお気軽にご連絡下さい！ 

 

１．学校教育活動中のケガ等は学校災害給付金が適応される場合があります！ 

学校教育活動中、ケガ等で治療費が健康保険を使用して 1500 円以上かかった場合は、「日

本スポーツ振興センター」より給付が受けられる場合があります。必ず担任、教科担任、又は部

活動顧問の先生に申し出てください。→保健室にて書類を配布し請求します。（審査に数カ月

かかります。） 

 

２．こんな時、提出して下さい！（ケガ・学校感染症など） 

 

（１）持病やケガ等で通院しており、学

校 

生活において配慮が必要な場合 

病院の診断書 （持病で管理が必要な生徒は、「学校生

活管理指導表」の提出を求めます。 

（２）学校感染症に感染した場合 ①「学校感染症快復届」  

②診断を証明できる書類（処方箋等のコピー） 

※①は学校ＨＰからダウンロード可能です。又は担任や保健室

より配布します。 

 

法律で定められた「学校感染症」にかかった場合は、出席停止になります 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校感染症の種類と出席停止期間の目安は本校ホームページにも記載されています。 

 

感染させるおそれがあるので登校

は控えて下さい。 

学校へ連絡 

学校感染症快復届 及び 

証明できる書類（薬の処方箋な

ど）の書類を持参し登校 
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３．早退について 

下校中・下校後の体調への配慮と安全確保のため、必ず保護者へ連絡しますので、原則は

お迎えをお願いします。徒歩や自転車等で帰宅させる場合は保護者と確認を行います。 

 

４．定期健康診断は必ず受検してください 

  ４～６月にかけて健康診断を実施しています。学校保健安全法という法律で、全生徒必ず受

検する よう定められています。 

  健康診断実施後、医療機関での検査が必要であると勧告された生徒にはお知らせを配付し

ます。 

  受診しましたら、結果表を保健室まで提出お願いいたします。 
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令和７年度 三者面談資料（農場部）１年生用 
１．農場部とは 

 本校の専門教育（農業）に関する授業や行事についての企画・運営する部です。農場部は生物生産科、

食と環境科および生活福祉科で構成され、各学科とも下記の類型及びコースに分かれた学習指導を展開し

ます。         

学科名 生物生産科 食と環境科 生活福祉科 

類型 

・ 

コース 

植物生産類型 

動物生産類型 

資源利用類型 

フードクリエイトコース 

環境クリエイトコース 

福祉類型 

生活デザイン類型 

 

第一農場（校内）・・・野菜、草花、樹木、観葉植物、鶏、鶏卵、調理パン、農水産加工品 

  第二農場（校外）・・・マンゴー、パパイヤ、バナナ、家畜（牛、豚、馬） 

          ・・・有機質肥料製造実習棟（有機質肥料バイオ・リンの製造） 

２．科目「総合実習」について 

 科目「総合実習」は、時間割内の実習（１～２単位）とがあります。 

 

 

 

管理当番は、農業に関連する科目で実施され、評価もその当該科目で行います。実施は下の通りです。 

 

 

 

 

３．資格取得について 
 英語検定や漢字検定等に加えて、農場部独特の職業資格取得もたくさんあります。１年生からで

も取り組めるものもあるので、積極的にチャレンジしよう！！ 
 
４．実習着について 
 実習着は、農場実習を行う際の制服となります。３年間使用しますので、実習後は常に洗濯をし

て清潔に保ち、大切に保管して下さい。 
   

５．農場部関係の主な行事予定 

 

月 行   事 月 行   事 

４月 ・始業式・入学式・新入生ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 10月 ・日本学校農業クラブ全国大会（FFJ) 

・生産物販売会・中間考査ｳｨｰｸ 

５月 ・農ク県連リーダー研修会 

・校内農業クラブ大会・中間考査ｳｨｰｸ 

11月 ・期末考査 

・沖縄県産業教育フェアー 

６月 ・期末考査・生産物販売会 

・沖縄県学校農業クラブ連盟大会（FFO) 

12月 ・宮総実フェアー・冬季休業実習 

・終業式 

７月 ・夏季休業実習・ひまわり迷路 

・生産物販売会・ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ（2年生） 

１月 ・始業式・卒業試験 

・課題研究発表会 

８月 ・九州学校農業クラブ連盟大会（FFK) ２月 ・サトウキビ収穫実習 

・学年末考査・親子ジャガイモ掘り 

９月 ・始業式 ３月 ・卒業式・修了式 

時間割内の実習（1～２単位）は、時間割内に設定された実習です。 

管理当番の実施は、 

① 放課後、②長期休業中(夏･冬)、③農業クラブ活動各種行事参加も含めて実施し、評価します。 

19



 

                                          

 ※原則、６･7･10月第2or3金曜日は学校生産物の即売会を「生産物販売会」と称して実施しております。 

６．休業中における農場管理当番実習 

  夏休み、冬休みには農場管理当番実習があり、作物や家畜等の管理をするための出校日がありま

す。この実習は「総合実習の時間外実習」にあたります。出席時数にカウントされますので成績や

履修に関係してきます。よって家庭でのご指導も宜しくお願い致します。 

 

７．農業クラブについて 

  全国の高等学校で、農業について学ぶ生徒たちは全員が農業クラブ員に加入することになり、活

動する組織を「農業クラブ」といいます。 

  農業クラブでは、研究活動を発表するプロジェクト発表や個人の意見をまとめて発表する意見発

表、学んだ技術を競う家畜審査競技・平板測量競技・フラワーアレンジメント競技等があります。 

この大会を「農業クラブ大会」といい、校内農業クラブ大会・沖縄県学校農業クラブ連盟大会・

九州学校農業クラブ連盟大会・日本学校農業クラブ連盟大会全国大会まであります。 

宮古農林高等学校当時は、環境班がプロジェクト発表部門において全国大会で最優秀賞(文部科学

大臣賞)を受賞しました。また、技術競技部門でも、農業情報処理競技で県連大会３年連続優秀賞、

家畜審査競技でも優秀賞を受賞し全国大会へ出場する等、発表・技術競技部門ともにすばらしい実

績があります。 

宮古総合実業高等学校になってからも活動の場が広がり、昨年度は、沖縄県学校農業クラブ連盟

大会 プロジェクト発表Ⅰ類で最優秀賞を受賞し、沖縄県代表として九州学校農業クラブ大会に出

場し、最優秀賞を受賞しました。さらに、九州の代表として日本学校農業クラブ連盟大会全国大会

においても優秀賞を受賞するという快挙を成し遂げました。農業鑑定競技においても日本学校農業

クラブ連盟大会全国大会に派遣されています。今後とも本校農業クラブ活動へのご理解をいただき、

大会等で生徒たちが活躍できるようご支援・ご協力をお願いいたします。 
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